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貢 改正前 頁 改正後 

表紙  

開発許可の手引き 

 
令和6年（2024年）7月 

 

佐賀県 県土整備部 まちづくり課 

表紙  

開発許可の手引き 

 
令和８年（2026年）１月 

 

佐賀県 県土整備部 まちづくり課 

都
市
計
画
区
域
及
び
準
都
市
計
画
区
域
の
現
況
表 

 

 
(略) 

 

 

 

 

 

 

 
(略) 
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貢 改正前 頁 改正後 

※都市計画区域の面積及び人口は、都市計画年報による。 

（R3 年3 月31 日現在） 

※都市計画区域の面積及び人口は、都市計画年報による。 

（R6 年3 月31 日現在） 

１ ◎開発許可の手続き 

 
（略） 

１ 

 

 

 

 

◎開発許可の手続き

 
（略） 
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貢 改正前 頁 改正後 

２ Ⅰ 開発許可のあらまし 

第１ 開発許可制度の趣旨 

開発許可制度は都市における市街地の無秩序な拡散（スプロー

ル）を防止し、快適で機能的な都市環境を確保することを目的と

する市街化区域と市街化調整区域の区域区分制度を担保するもの

として、都市計画法に規定されています。 

(略) 

加えて、国又は都道府県等が行う開発行為のうち、法第29 条第

１項第３号で別途許可不要とされているもの（例－都市公園法第

２条第２項に規定する公園施設である建築物）以外については許

可（協議）が必要となりました。 

２ 

 

 

 

 

 

Ⅰ 開発許可のあらまし 

第１ 開発許可制度の趣旨 

開発許可制度は都市における市街地の無秩序な拡散（スプロー

ル）を防止し、快適で機能的な都市環境を確保することを目的と

する市街化区域と市街化調整区域の区域区分制度を担保するもの

として、都市計画法に規定されています。 

(略) 

加えて、国又は都道府県等が行う開発行為のうち、法第29 条第

１項第３号で別途許可不要とされているもの（例－都市公園法第

２条第２項に規定する公園施設である建築物）以外については許

可（協議）が必要となりました。 

 さらに、国において令和５年５月に「宅地造成及び特定盛土等

規制法」（以下「盛土規制法」という。）が施行さ 

れました。これに伴い、盛土規制法の規制区域内で行われる一定

規模以上の盛土・切土等は、許可や届出の対象と 

なり、都市計画法に基づく開発許可を受けた場合は、盛土規制法

の許可も受けたものとみなされる（みなし許可） 

として扱われることとなりました。また、盛土規制法のみなし許

可となる場合は、盛土規制法の技術基準への適 

合や標識の掲出、定期報告、中間検査などが必要となります。

（みなし届出の場合は、標識の掲出が必要） 

佐賀県内は令和８年１月５日から盛土規制法の規制区域の指定を

行います。盛土規制法の詳細については、以 

下のWeb サイトから「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許

可等の手引」をご確認ください。 

（Web サイトURL）

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003115406/index.html 
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貢 改正前 頁 改正後 

17 

 

 

 

10．開発許可の基準 

（略） 

（表１）開発許可の基準 

技術基準（ 法律 第33条第1項各号） 

① 

自己居住

用 

② 

自己業務用 

③ 

自己

用外 

1号 用途地域への適合 ○ ○ ○ 

2号 
道路、公園等の公共施設の配

置等 
× ○ ○ 

3号 排水施設 ○ ○ ○ 

4号 給水施設 × ○ ○ 

5号 地区計画等への適合 ○ ○ ○ 

6号 公共施設、公益的施設 
△（開発行為の目的に照らし判

断） 

7号 宅地防災 ○ ○ ○ 

8号 危険な区域の除外 × ○ ○ 

9号 
樹木保存、表土保全（開発面

積1ha以上） 
○ ○ ○ 

10号 緩衝帯（開発面積1ha以上） ○ ○ ○ 

11号 
輸送施設（開発面積40ha以

上） 
○ ○ ○ 

12号 申請者の資力・信用 × 
△（1ha以

上） 
○ 

13号 工事施行者の能力 × 
△（1ha以

上） 
○ 

14号 関係権利者の同意 ○ ○ ○ 

 

×：適用無し  〇：適用有り  △：条件により適用有り 

 

 

17 

 

 

 

10．開発許可の基準 

（略） 

（表１）開発許可の基準 

技術基準（ 法律 第33条第1項各号） 

① 

自己居住

用 

② 

自己業務用 

③ 

自己

用外 

1号 用途地域への適合 ○ ○ ○ 

2号 
道路、公園等の公共施設の配

置等 
× ○ ○ 

3号 排水施設 ○ ○ ○ 

4号 給水施設 × ○ ○ 

5号 地区計画等への適合 ○ ○ ○ 

6号 公共施設、公益的施設 
△（開発行為の目的に照らし判

断） 

7号 宅地防災 ○ ○ ○ 

8号 危険な区域の除外 × ○ ○ 

9号 
樹木保存、表土保全（開発面

積1ha以上） 
○ ○ ○ 

10号 緩衝帯（開発面積1ha以上） ○ ○ ○ 

11号 
輸送施設（開発面積40ha以

上） 
○ ○ ○ 

12号 申請者の資力・信用 ▲ 

△（1ha以

上） 

▲ 

○ 

13号 工事施行者の能力 ▲ 

△（1ha以

上） 

▲ 

○ 

14号 関係権利者の同意 ○ ○ ○ 

×：適用無し  〇：適用有り  △：（ ）書きの条件に該当

する場合、適用有り   

▲：盛土規制法第12条第１項又は第30条第１項に基づく許可を要
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 するものは適用有り 

19  

 

佐賀県開発審査会付議基準 （2023年6月8日時点） 19 佐賀県開発審査会付議基準 （2025年11月12日時点） 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16．開発行為許可の申請 

(1) （略） 

(2) 申請書類 

①：自己居住用 ②：自己業務用 ③：自己用外 

添付 

順序 
書類の名称 様式 ① ② ③ 摘要 

1 
開発行為許可

申請書 

様式 

1－1 
○ ○ ○ 

変更許可申請の場合は 

様式1-2 

2 委任状 
（任

意） 
○ ○ ○ 

申請手続を委任した場

合必要 

3 

開発行為に関

する設計説明

書 

様式 

5 
  ○ ○   

4 

公共施設管理

者の同意申請

書 

様式 

9－1 

申請書への添付

は不要 

別様式が定められてい

る場合は別様式で可 

5 
公共施設新旧

対照表〔旧〕 

様式 

9－2 
○ ○ ○ 

新旧対照図に附した番

号を記入のこと 
6 

公共施設新旧

対照表〔新〕 

様式 

9－3 
○ ○ ○ 

7 
公共施設管理

者の同意書 

様式

10 

※１ 

○ ○ ○ 
別様式で内容が確認で

きる場合は別様式で可 

8 

新設公共施設

の管理・帰属

に 

関する協議申

請書 

様式 

11-1 

申請書への添付

は不要 
 

9 
新設する公共

施設調書 

様式 

11-2 
○ ○ ○  

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16．開発行為許可の申請 

(1) （略） 

(2) 申請書類 

①：自己居住用 ②：自己業務用 ③：自己用外 

添付 

順序 
書類の名称 様式 ① ② ③ 摘要 

1 
開発行為許

可申請書 

様式 

1－1 
○ ○ ○ 

変更許可申請の場合は 様式

1-2 

盛土規制法みなし許可（又は

みなし届出）の場合は  

様式 1別添も必要 

2 委任状 

参考

様式

１ 

○ ○ ○ 
申請手続を委任した場合に必

要 

3 

暴力団等に

該当しない

旨の宣誓書 

参考

様式

２ 

○ ○ ○  

4 

開発行為に

関する設計

説明書 

様式 

5 
  ○ ○   

5 

公共施設管

理者の同意

申請書 

様式 

9－1 

申請書への

添付は不要 

別様式が定められている場合

は別様式で可 

6 

公共施設新

旧対照表

〔旧〕 

様式 

9－2 
○ ○ ○ 

新旧対照図に附した番号を記

入のこと 

7 

公共施設新

旧対照表

〔新〕 

様式 

9－3 
○ ○ ○ 
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10 

公共施設の管

理・帰属に関

する協議書 

様式 

12,13 ○ ○ ○  

11 
開発区域内権

利者一覧表 

様式 

3 
○ ○ ○ 

申請者を含め開発区域

内の全ての権利者につ

いて記入すること 

12 

開発区域の土

地の 

登記事項証明

書 

（原

本） 
○ ○ ○ 

開発区域内権利者一覧

表の順番で添付するこ

と 

13 
開発行為施行

同意書※２ 

様式 

2 
○ ○ ○ 

施行の妨げとなる権利

（所有権等）を有する

者の同意 

（同意した者の本人確

認資料（個人において

は運転免許証等、法人

においては法人登記

簿、社員証等）を添

付） 

14 資金計画書 
様式 

6 
  △ ○ 

△：開発区域面積が1ha

以上のとき 

15 

申請者の資力

及び 

信用に関する

申告書 

様式 

7 
  △ ○ 

△：開発区域面積が1ha

以上のとき 

16 

工事施行者の

能力に 

関する申告書 

様式 

8 
  △ ○ 

△：開発区域面積が1ha

以上のとき 

17 

設計者の資格

に関する申告

書 

様式 

4 
△ △ △ 

△：開発区域面積が1ha

以上のとき 

18 

大規模開発事

前審査表の対

応書 

  △ △ △ 
△：開発区域面積が1ha

以上のとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

公共施設管

理者の同意

書 

様式

10 

※１ 

○ ○ ○ 
別様式で内容が確認できる場

合は別様式で可 

9 

新設公共施

設の管理・

帰属に 

関する協議

申請書 

様式 

11-1 

申請書への

添付は不要 
 

10 

新設する公

共施設調書

※１ 

様式 

11-2 ○ ○ ○  

11 

公共施設の

管理・帰属

に関する協

議書 

様式 

12,1

3 
○ ○ ○  

12 

開発区域内

権利者一覧

表 

様式 

3 
○ ○ ○ 

申請者を含め開発区域内の全

ての権利者について記入する

こと 

13 

開発区域の

土地の 

登記事項証

明書 

（原

本） 
○ ○ ○ 

開発区域内権利者一覧表の順

番で添付すること 

14 

開発行為施

行同意書※

２ 

様式 

2 
○ ○ ○ 

施行の妨げとなる権利（所有

権等）を有する者の同意 

（同意した者の本人確認資料

（個人においては運転免許証

等、法人においては法人登記

簿、社員証等）を添付） 

15 資金計画書 
様式 

6 
▲ 

△ 

▲ 
○ 

△：開発区域面積が1ha以上

のとき 

▲：盛土規制法第12条第１項

又は第30条第１項に基づく許

可を要するもの 

16 
申請者の資

力及び 

様式 

7 
▲ 

△ 

▲ 
○ 

△：開発区域面積が1ha以上

のとき 
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19 調整池計算書   ○ ○ ○ 

調整池を設置するとき

（開発区域面積1ha以上

のとき） 

20 

擁壁の構造計

算書及び 

安定計算書 

  ○ ○ ○ 

擁壁の安全が計算によ

らなければ判断できな

い場合 

21 排水計算書   ○ ○ ○ 

有効な排水を計算によ

らなければ判断できな

い場合 

22 

地質調査書及

び 

地盤改良計画

等に関する図

書 

  ○ ○ ○ 
当該区域が軟弱地盤を

含む場合 

23 
災害防止に関

する図書 
  ○ ○ ○ 

当該区域に災害が生じ

る恐れがある場合 

24 

その他知事が

必要とする書

類 

  ○ ○ ○ 

法第34条に該当する場

合、理由書、現況写真

等 

 ○：必要 △：条件により必要 （空欄）：不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信用に関す

る申告書 

▲：盛土規制法第12条第１項

又は第30条第１項に基づく許

可を要するもの 

17 

工事施行者

の能力に 

関する申告

書 

様式 

8 
▲ 

△ 

▲ 
○ 

△：開発区域面積が1ha以上

のとき 

▲：盛土規制法第12条第１項

又は第30条第１項に基づく許

可を要するもの 

18 

設計者の資

格に関する

申告書  

様式 

4 
△ △ △ 

△：開発区域面積が1ha以上

のとき 

19 

大規模開発

事前審査表

の対応書 

  △ △ △ 
△：開発区域面積が1ha以上

のとき 

20 
調整池計算

書 
  ○ ○ ○ 

調整池を設置するとき（開発

区域面積1ha以上のとき） 

21 

擁壁の構造

計算書及び 

安定計算書 

  ○ ○ ○ 
擁壁の安全が計算によらなけ

れば判断できない場合 

22 排水計算書   ○ ○ ○ 
有効な排水を計算によらなけ

れば判断できない場合 

23 

地質調査書

及び 

地盤改良計

画等に関す

る図書 

  ○ ○ ○ 
当該区域が軟弱地盤を含む場

合 

24 
災害防止に

関する図書 
  ○ ○ ○ 

当該区域に災害が生じる恐れ

がある場合 

25 

盛土規制法

のチェック

シート 

様式

28 
○ ○ ○ 

ホームページで様式をダウン

ロードのうえ使用すること 

26 

その他知事

が必要とす

る書類 

  ○ ○ ○ 
法第34条に該当する場合、理

由書、現況写真等 
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24  

 

 

 

※１ （略） 

※２ （略） 

24 ○：必要 △：条件により必要 ▲：盛土規制法第12条第１項又

は第30条第１項に基づく許可を要するもの 

（空欄）：不要 

 

※１ （略） 

※２ （略） 

 

25 

 

表 （略） 25 表 （略） 

ただし、盛土規制法のみなし許可の対象となる開発行為について 

は、「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可等の手引」 

（令和８年１月５日）に掲げる提出図面等を提出していただく必 

要があります。 

27 

 

（表４－２）（略） 27 （表４－２）（略） 

 

ただし、盛土規制法のみなし許可の対象となる開発行為につい

ては、「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可等の手引」

（令和８年１月５日）に掲げる具体的な明示事項を満たした図面

を提出していただく必要があります。 

 

29 17 変更の許可等 

（１）（略） 

29 17 変更の許可等 

（１）（略） 

 

 （2）計画変更により、新たに盛土規制法の許可対象となる盛

土等が発生する場合 

    盛土規制法のみなし許可、みなし届出は、当初の開発許

可に限って適用されます。そのため、変更許可を申請する

場合、次のとおりの取り扱いとなります。 
① 当初の開発許可時には盛土規制法の許可対象に該当せず、計画

の変更によって新たに盛土規制法の許可対象に該当する場合
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は、開発許可の変更許可とは別に改めて盛土規制法による許可

を受ける必要があります。 

② 当初の開発許可時に盛土規制法の届出対象に該当せず、計画の

変更によって新たに盛土規制法の届出対象に該当する場合は、

開発の変更許可とは別に改めて盛土規制法の届出を提出する

必要があります。 

    なお、①、②の場合、盛土規制法の許可もしくは届出

は、県建設・技術課に申請・提出ください。 

   ※盛土規制法の手続きの詳細については、以下のWebサイ

トから「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可等

の手引き」をご確認ください。 

（WebサイトURL）

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003115406/index.html 

 

30 (2) 変更届を提出しなければならない場合 

（略）  

 

18．開発行為許可標識の掲示 

  開発許可を受けて工事を施行するときは、工事施行期間中、

その現場の見やすいところに、開発行為許可標識を掲示してく

ださい。（様式14）  

 

 

 

 

標識例 （略） 

30 (3) 変更届を提出しなければならない場合 

（略） 

18．開発行為許可標識の掲示 

  開発許可を受けて工事を施行するときは、工事施行期間中、

その現場の見やすいところに、開発行為許可標識を掲示してく

ださい。（様式14—１）  

  なお、盛土規制法のみなし許可や届出の対象となる開発行為

については、開発許可標識（様式14－1）に加え、宅地造成又

は特定盛土等に関する工事の標識（様式14－2）も掲示する必

要があります。 

 （標識例 削除） 

 

31 19．許可に基づく地位の承継 （ 法律 第44条～第45条 ） 

 （略） 

 

※地位の承継の申請書等 

31 19．許可に基づく地位の承継 （ 法律 第44条～第45条 ） 

 （略） 
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  開発許可に基づく地位の承継承認申請書（様式27） 

  （添付書類） 

  ・ 開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを

示す資料（土地の売買契約書等） 

・ （承継者が法人の場合）法人登記簿謄本 

・ （自己業務用で開発区域面積が１ha以上又は自己用外の

場合）申請者の資力及び信用に関する申告書（様式７） 

 

 

 

 

 

【審査基準】（略） 

 

※地位の承継の申請書等 

  開発許可に基づく地位の承継承認申請書（様式27） 

  （添付書類） 

  ・ 開発行為に関する工事を施行する権原を取得したこと

を示す資料（土地の売買契約書等） 

・ （承継者が法人の場合）法人登記事項証明書 

・ （自己業務用で開発区域面積が１ha以上若しくは自己

用外の場合又は盛土規制法のみなし許可の対象となる

場合）申請者の資力及び信用に関する申告書（様式

７） 

 ・ 暴力団等に該当しない旨の宣誓書 

 

【審査基準】（略） 

 

32～ 

33 

項目追加 32～ 

33 

22.開発許可による盛土規制法のみなし許可（又は届出）の取り

扱い 

 盛土規制法の規制区域において、盛土規制法の許可（又は届

出）を要する規模に該当する開発行為が行われ、開発許可を受

けたものは、盛土規制法の許可を受けたもの（又は届出を提出

したもの）とみなされることとなります（同法第15条第２項、

第16条第５項、第27条第５項、第28条第２項、第34条第２項、

第35条第５項）。みなし許可（又はみなし届出）に該当する場

合は、別途、盛土規制法の許可申請（届出）は不要です。 

なお、盛土規制法のみなし許可となる開発許可については、

盛土規制法の規定も適用されます。 

該当する開発行為については、都市計画法及び盛土規制法に

基づき、以下の手続が必要となります。 

（１）盛土規制法の技術基準への適合（都市計画法第33条第１項
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第７号） 

   盛土規制法に基づく技術的基準への適合や設計者の資格が

必要となります。 

（２）申請者の資力・信用の確認（都市計画法第33条第１項第12

号及び第13号の適用拡大） 

  盛土規制法の規定により、自己居住用又は１ha未満の自己業

務用であっても、申請者の資力・信用及び工事施工者の能力

の基準に適合していることの確認を行います。このため、盛

土規制法のみなし許可となる開発行為においては、自己居住

用又は１ha未満の自己業務用であっても、許可申請時に「申

請者の資力及び信用に関する申告書」（様式7）を提出いた

だくこととなります。 

（３）盛土規制法に基づく手続き 

①施工場所での標識掲出（盛土規制法第49条） 

 盛土規制法の規定により、工事を施工する場所において都

市計画法の標識と合わせて、盛土規制法の標識の掲出も必要

となります（盛土規制法の標識に記載する許可番号は、都市

計画法の許可番号を記載ください）。 

① 中間検査（盛土規制法第 18 条、第 37条） 

 盛土規制法の規定により、一定規模以上で特定工程を含む

工事については、盛土規制法に基づく中間検査を受ける必要

がありますますので、中間検査の対象工事完了後、速やかに

中間検査申請書（様式20-2）を提出ください。 

なお、中間検査は、特定工程が確認できる状態で行います

ので、特定工程で敷設した設備等に盛土をするなどして、特

定工程の中間検査ができない場合は、盛土の除去等、特定工

程が確認できる状態にするよう命じます。このため、必ず特

定工程の工事が完了した時点で、当該部分の工事は進めず

に、中間検査を申請して受けるようにしてください。 
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② 定期報告（盛土規制法第 19 条、第 38条） 

 盛土規制法の規定により、一定規模以上の工事について、

工事着手後３か月ごとに、工事の進捗について定期報告書

（参考様式３ 146ページ）の提出が必要となります。 

④土地の保全等の義務（盛土規制法第22条、第41条） 

 盛土規制法の規定により、工事完了後も対象となる土地に

ついて保全等の義務が発生します。工事完了後も土地の適切

な保全及び管理を行っていただく必要があります。 

（４）是正措置及び罰則の適用 

  盛土規制法のみなし許可の対象なる盛土等は、都市計画法

に基づく是正措置や罰則のみならず、盛土規制法に基づく是

正措置や罰則も適用の対象となります。また、盛土規制法に

基づく規制区域の指定以前に行われた開発行為（盛土等）に

ついても、土地の保全等の義務の対象となるともに、盛土規

制法の罰則等の適用の対象となります。 

※盛土規制法に基づく手続きの詳細については「宅地造成

及び特定盛土等規制法に基づく許可等の手引」（令和８

年１月５日）をご確認ください。 

 

39 第４ 開発登録簿（ 法律 第46条 ） 
  都市計画法では、開発行為の規制をはじめとして、建築行為

及び建築物の用途変更を詳細に規制していますので、土地の取

引の際、一般の第三者が不測の損害を受けないように、その保

護を図るため開発行為の内容等を開発登録簿に記載して一般の

閲覧に供することにしています。又、申請があればその写しの

交付も行うことになっています。 

  開発登録簿は、開発許可の概要、予定建築物の用途、開発区

域内の建築物の形態、制限の内容及び許可の条件等 を記載し

た調書と土地利用計画図により構成されています。  

40 第４ 開発登録簿（ 法律 第46条 ） 
  都市計画法では、開発行為の規制をはじめとして、建築行為

及び建築物の用途変更を詳細に規制していますので、土地の取

引の際、一般の第三者が不測の損害を受けないように、その保

護を図るため開発行為の内容等を開発登録簿に記載して一般の

閲覧に供することにしています。又、申請があればその写しの

交付も行うことになっています。 

  開発登録簿は、開発許可の概要、予定建築物の用途、開発区

域内の建築物の形態、制限の内容及び許可の条件等 を記載し

た調書と土地利用計画図により構成されています。  
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  なお、開発登録簿の閲覧場所は、所管の土木事務所又は県土

整備部まちづくり課となります。 

（佐賀市内の区域にあっては、佐賀市建築指導課） 

 

  また、盛土規制法の規制区域において、盛土規制法の許可

（又は届出）を要する規模に該当する開発行為が行われ、開発

許可を受けたものは、盛土規制法の許可を受けたもの（又は届

出を提出したもの）とみなされることとなるものについては、

みなし許可（又はみなし届出）である旨が記載されています。 

  なお、開発登録簿の閲覧場所は、所管の土木事務所又は県土

整備部まちづくり課となります。 

（佐賀市内の区域にあっては、佐賀市建築指導課） 

 

40 

 

 

第５ 開発許可等申請手数料 
（略） 
（表６）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

42 

第５ 開発許可等申請手数料 
（略） 
（表６）（略） 

また、盛土規制法に基づく中間検査が必要となる工事について

は、中間検査の申請に際して開発許可申請に係る手数料とは別

途、中間検査の手数料を納付いただく必要があります。手数料は

佐賀県証紙で納入ください。 

なお、中間検査の手数料は、中間検査を複数回受ける場合は、

その都度、必要となります。 

 

盛土規制法の中間

検査の申請に係る

手数料 

（盛土規制法 第18

条） 

開発区域の面積 手数料の額（円） 

～500㎡以内 11,000 

500㎡超   1,000㎡

以内 

12,000 

1,000㎡超 2,000㎡

以内 

13,000 

2,000㎡超 3,000㎡

以内 

14,000 

3,000㎡超 5,000㎡

以内 

16,000 
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5,000㎡超 10,000

㎡以内 

16,000 

10,000㎡超 20,000

㎡以内 

17,000 

20,000㎡超 40,000

㎡以内 

18,000 

40,000㎡超 70,000

㎡以内 

20,000 

70,000㎡超 

100,000㎡以内 

26,000 

100,000㎡超 27,000 
 

46 別表 

部 名 課 （室） 名 委     員 
地 域 交 流 部 文化財保護・活用

室 
文化財指導担当係

長 
県 民 環 境 部 有明海再生・環境

課 
自然環境担当係長 

循環型社会推進課 
産業廃棄物担当係

長 

健 康 福 祉 部 生活衛生課 
水道・環境衛生担

当係長 
産 業 労 働 部 企業立地課 誘致基盤担当係長 

 
農 林 水 産 部 
 

農政企画課 農地調整担当係長 
農地整備課 調査計画担当係長 

森林整備課 森林保全担当係長 

県 土 整 備 部 道路課 管理担当係長 
土地利活用課 計画調整担当係長 
下水道課 浄化槽担当係長 

48 別表 
部 名 課 （室） 名 委     員 
地 域 交 流 部 文化財保護・活用

室 
文化財指導担当係

長 
県 民 環 境 部 有明海再生・環境

課 
自然環境担当係長 

循環型社会推進課 
産業廃棄物担当係

長 

健 康 福 祉 部 生活衛生課 
水道・環境衛生担

当係長 
産 業 労 働 部 企業立地課 誘致基盤担当係長 

 
農 林 水 産 部 
 

農政企画課 農地調整担当係長 
農山村課 企画調整担当係長 

農地整備課 調査計画担当係長 
森林整備課 森林保全担当係長 

県 土 整 備 部 道路課 管理担当係長 
建設・技術課 盛土担当係長 

土地利活用課 計画調整担当係長 
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下水道担当係長 
建築住宅課 建築指導担当係長 

河川砂防課 
管理担当係長 
計画調整担当係長 

県 警 察 本 部 交通規制課 交通規制係長 
 

下水道課 
浄化槽担当係長 
下水道担当係長 

建築住宅課 建築指導担当係長 

河川砂防課 
管理担当係長 
計画調整担当係長 

県 警 察 本 部 交通規制課 交通規制係長 
 

47 Ⅱ 技 術 的 基 準 
 

開発許可に関する技術的・一般的基準は、 都市計画法に定

めるもののほか、この技術的基準によるものとする。 

 

49 Ⅱ 技 術 的 基 準 
 

開発許可に関する技術的・一般的基準は、 都市計画法に定

めるもののほか、この技術的基準によるものとする。 

   なお、盛土規制法のみなし許可となる開発許可については、

以下の技術的基準と合わせて「宅地造成及び特定盛土等規制

法に基づく許可等の手引」（令和８年１月５日）の技術基準

にも適合するものとする。また、調整池の設置については、

以下の〔３〕５．調整池の設置の基準へ適合する必要がある

ものとする。 

 

84 
法 律  第33条第１項第７号 

※七（略） 

宅地造成等規制法

（昭和三十六年年

法律第百九十一

号）第三条第一項

の宅地造成工事規

制区域 

開発行為に関する

工事 
宅地造成等規制法

九条の規定に適合

するものであるこ

と。 

津波防災地域づく

りに関する法律第

津波防災地域づく

りに関する法律第

津波防災地域づく

りに関する法律第

86 
法 律  第33条第１項第７号 

※七（略） 

宅地造成及び特定

盛土等規制法（昭

和三十六年法律第

百九十一号）第十

条第一項の宅地造

成工事規制区域 

開発行為に関する

工事 
宅地造成及び特定

盛土等規制法第十

三条の規定に適合

するものであるこ

と。 

宅地造成及び特定

盛土等規制法第二

開発行為（宅地造

成及び特定盛土等

宅地造成及び特定

盛土等規制法第三
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七十二条第一項の

津波災害特別警戒

区域 

七十三条第一項に

規定する特定開発

行為（同条第四項

各号に掲げる行為

を除く。）に関す

る工事 

七十五条に規定す

る措置を同条の国

土交通省令で定め

る技術的基準に従

い講じるものであ

ること。 
 

十六条第一項の特

定盛土等規制区域 
規制法第三十条第

一項の政令で定め

る規模（同法第三

十二条の条例が定

められているとき

は、当該条例で定

める規模）のもの

に限る。）に関す

る工事 

十一条の規定に適

合するものである

こと。 

津波防災地域づく

りに関する法律第

七十二条第一項の

津波災害特別警戒

区域 

津波防災地域づく

りに関する法律第

七十三条第一項に

規定する特定開発

行為（同条第四項

各号に掲げる行為

を除く。）に関す

る工事 

津波防災地域づく

りに関する法律第

七十五条に規定す

る措置を同条の国

土交通省令で定め

る技術的基準に従

い講じるものであ

ること。 
 

88 ４．のり面保護 
(1)（略） 

(2)（略） 

運用指針  

Ⅰ－５－４ 第７号関係（擁壁の透水層の取扱い） 

 擁壁の透水層の取扱いについては、 宅地造成等規制法施行

令第10条、施行規則第27条及び建築基準法施行令第142条によ

り擁壁の裏面で水抜き穴の周辺その他必要な場所には、砂利等

の透水層を設ける旨規定されており、「砂利等」とは、一般的

には砂利、砂、砕石等を用いているところであるが、石油系素

90 ４．のり面保護 
(1)（略） 

(2)（略） 

運用指針  

Ⅰ－５－６ 第７号関係（土地について安全上必要な措置：擁壁

の透水層の取扱い） 

 擁壁の透水層の取扱いについては、 宅地造成及び特定盛土

等規制法施行令第12条、施行規則第27条及び建築基準法施行令

第142条により擁壁の裏面で水抜き穴の周辺その他必要な場所

には、砂利等の透水層を設ける旨規定されており、「砂利等」
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貢 改正前 頁 改正後 

材を用いた「透水マット」の使用についても、その特性に応じ

た適正な使用方法であれば、認めても差し支えない。 

また、適正な使用方法等については、「擁壁用透水マット技

術マニュアル」（平成３年３月社団法人建築研究振興会）を参

考とすることが望ましい。 

  

とは、一般的には砂利、砂、砕石等を用いているところである

が、石油系素材を用いた「透水マット」の使用についても、そ

の特性に応じた適正な使用方法であれば、認めても差し支えな

い。 

また、適正な使用方法等については、「擁壁用透水マット技

術マニュアル」（平成９年６月 社団法人全国宅地擁壁技術協

会）を参考とすることが望ましい。 
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貢 改正前 頁 改正後 

111 ［12］申請者の資力信用 

法 律  第33条第１項第12号 
十二 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供す

る目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作

物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供

する目的で行う開発行為（当該開発行為の中断により当該開発

区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による

被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以

上のものを除く。）以外の開発行為にあっては、申請者に当該

開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。 

 

113 ［12］申請者の資力信用 

法 律  第33条第１項第12号 
十二 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供す

る目的で行う開発行為（当該開発行為に関する工事が宅地造成

及び特定盛土等規制法第12条第１項又は第30条第１項の許可を

要するものを除く。）又は住宅以外の建築物若しくは特定工作

物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供

する目的で行う開発行為（当該開発行為に関する工事が当該許

可を要するもの並びに当該開発行為の中断により当該開発区域

及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害

が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上の

ものを除く。）以外の開発行為にあっては、申請者に当該開発

行為を行うために必要な資力及び信用があること。 

112 ［13］工事施行者の能力 

法 律  第33条第１項第13号 
十三 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供す

る目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作

物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供

する目的で行う開発行為 （当該開発行為の中断により当該開

発区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等によ

る被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模

以上のものを除く。）以外の開発行為にあっては、工事施行者

に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があ

ること。 

 

114 ［13］工事施行者の能力 

法 律  第33条第１項第13号 
十三 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供す

る目的で行う開発行為（当該開発行為に関する工事が宅地造成

及び特定盛土等規制法第12条第１項又は第30条第１項の許可を

要するものを除く。）又は住宅以外の建築物若しくは特定工作

物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供

する目的で行う開発行為（当該開発行為に関する工事が当該許

可を要するもの並びに当該開発行為の中断により当該開発区域

及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害

が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上の

ものを除く。）以外の開発行為にあっては、工事施行者に当該

開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があるこ

と。 
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120 
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121 
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 ※様式追加 122 
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 ※様式追加 123 
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 ※様式追加 124 
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 ※様式追加 145 
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 ※様式追加 146 
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145 

 

152 
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 ※様式追加 154 
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 ※ 様式追加 164 
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 ※  166 
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